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20.11～21.3
寄附金

平成１８年１２月の団体希望寄附金の場合　；　平成１９年度、２０年度の助成事業に応募することができます。
平成１９年　６月の団体希望寄附金の場合　；　平成１９年度（９月募集）、２０年度、２１年度の助成事業に応募することができます。

【例】

【注】 平成２０年度の助成事業の３回目の募集時期は、１１月ではなく、１２月となることがあります。
正式な募集時期については、平成２０年４月以降に登録団体あてに通知します。

平成２２年度

20.4～7
寄附金

20.8～10
寄附金

平成２２年 平成２３年

18.9～19.3
寄附金

平成１８年 平成１９年 平成２０年

寄附金の受入れ時期と助成事業の対象期間

　　　　※寄附翌２年度までのいずれの機会にも応募しなかった場合は、一般の寄附金のように、ＮＰＯ活動の推進全般のために使わせていただきます。

19.9～20.3
寄附金

平成１９年度 平成２０年度

平成２１年

19.4～8
寄附金

平成２１年度平成１８年度

留保期間

留保期間

助成対象期間　４月～２月 助成対象期間

留保期間

留保期間

募
集

助
成
金
交
付

審
査

募
集

助
成
金
交
付
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査
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集
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交
付
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査

募
集

助
成
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交
付

審
査

募
集

助
成
金
交
付

審
査

助成対象期間　４月～２月

留保期間

留保期間


